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[bookmark: _Hlk224339772][bookmark: _Toc187049430]1 【昭和60年大法廷判決（衆）の違憲無効か否かの判断基準（判例）の先例拘束力】：（本書2～6頁）

（原告は、原告準備書面(1)【訂正版】第3部、第5、7(2)～(3)（同書121～124頁）及び原告準備書面(2)、5（同書17～22頁）に加え、下記の通り主張する。）

「本件選挙が違憲無効となると影響が大きいので、違憲無効判決は難しい」との議論が有り得る。

この議論に対し、原告は、下記①～⑧（本書2～6頁）の通り主張する。

①　昭和60年大法廷判決（衆）（甲2）は、下記のとおり、【選挙が違憲無効か否かについての判断基準（判例）】を判示する（準備書面(1)【訂正版】第3部、第5、7(2)121頁参照）。
　
「　たとえ当該訴訟において議員定数配分規定が違憲と判断される場合においても、これに基づく選挙を常に無効とすべきものではない。すなわち、違憲の議員定数配分規定によつて選挙人の基本的権利である選挙権が制約されているという不利益など当該選挙の効力を否定しないことによる弊 (●)害 (●)、右選挙を無効とする判決の結果、議員定数配分規定の改正が当該選挙区から選出された議員が存在しない状態で行われざるを得ないなど一時的にせよ憲法の予定しない事態が現出することによつてもたらされる不 (●)都 (●)合 (●)、そ (●)の (●)他 (●)諸 (●)般 (●)の (●)事 (●)情 (●)を総 (●)合 (●)考 (●)察 (●)し、いわゆる事情判決の制度（行政事件訴訟法三一条一項）の基礎に存するものと解すべき一般的な法の基本原則を適用して、選挙を無効とする結果余儀なくされる不都合を回避することもあり得るものと解すべきである（昭和五一年大法廷判決参照）。」（強調　引用者）（民集39巻5号1123頁）（甲2）

②　当該判断基準は判例である。

③　ここで、憲法判例の判例として拘束力を有する部分は、「憲法判決中の(略）法律などの合憲・違憲の結論それ自体ではなく、その結論に至る上で必 (●)要 (●)とされる憲法規範的理由づけ(判決を導く決 (●)定 (●)的 (●)理 (●)由 (●)づ (●)け (●))」（強調　引用者）である[footnoteRef:2]（佐藤幸治 京都大学名誉教授『日本国憲法論〔第二版〕』43頁（成文堂　2020年）。佐藤『憲法〔第3版〕』青林書院（2003年）27頁（甲31）も同旨。）。 [2: 	佐藤幸治 京都大学名誉教授『日本国憲法論〔第ニ版〕』43頁（成文堂　2020年）は、憲法判例について、
「　そもそも判例が「法源」性を有するか否かについては各種議論の存するところであるが、上述のように、憲法判例を含めて積極に解すべきであり、最高裁判所の憲法判決は先例拘束性をもつと解される。それは、日本国憲法の定める司法権がアメリカ流のものと解されるということのほかに、基本的には同種の事件は同じように扱わなければならないという公正の観念によるものであり、日本国憲法の解釈論的にいえば、憲法14条の法の下の平等原則、32条の裁判をうける権利（ここでの裁判は当然に公正な裁判の意でなければならない）、および憲法31条の定める罪刑法定主義に根拠する。ただし、その場合、先例として拘束力をもつのは、憲法判決中のいわゆるレイシオ・デシデンダイ（ratio decidendi）の部分であって、法律などの合憲・違憲の結論それ自体ではなく、その結論に至る上で直 (●)接 (●)必要とされる憲法規範的理由づけ（判決を導く決 (●)定 (●)的 (●)理 (●)由 (●)づ (●)け (●)）である点が留意さるべきである。」（ルビは原文のまま　その他の強調は引用者）
と記述する。] 


④　最高裁判所は、昭和60年大法廷判決（衆）以降今日に至るまで、【昭和60年大法廷（衆）の、選挙が違憲無効か否かについての判断基準（判例）】について、何ら判決していない。よって、昭和60年大法廷判決（衆）の、選挙が違憲無効か否かについての判断基準（判例）（即ち、上記①の判断基準）は、現在に至る迄、判例変更されることなく、そのまま、判例として維持・存続している。

⑤　ここで本件選挙に戻って、その事実関係を考察すると、
(ｱ)  昭和60（1985）年当時は、中選挙区選挙の１本立てであって、比例代表選挙は存在しなかったが、現在は、小選挙区選挙と11ブロック比例代表選挙の２本立てである。
(ｲ)  現時点で、公選法4条1項は、衆院議員総数・465人：小選挙区選出議員数・289人：比例代表選出議員数・176人、と定める。
(ｳ)  憲法56条1項は、「両議院は、各々その総議員の１/３以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」と定める（即ち、1/3の定足数の定め）。
(ｴ)  即ち、令和8（2026）年現在では、昭和60（1985）年当時とは異なって、小選挙区選出議員が0人となっても、比例代表選出議員・176人が存在する。
よって、本件衆院選（小選挙区）が違憲無効となっても、比例代表選出議員・176人が存在するので、これが、衆院の議事の定足数（156人）を満たし、衆院の議事は、何ら滞ることはない（平成27年大法廷判決（衆）（甲6）鬼丸かおる反対意見（ただし、違法宣言／人口比例選挙）は、同旨の記述を付記する。原告準備書面(1)123頁脚注12）参照）。
(ｵ)　従って、本件選挙では、上記①記載の昭和60（1985）年大法廷判決（衆）の赤色傍線部分が指摘する、違憲無効判決によって生じる憲法秩序上の「不都合」は一切存在しない。

(ｶ)　よって、当裁判所は、上記(ｱ)～(ｵ)の事情の下では、【昭和60年大法廷判決（衆）の当該選挙を違憲無効とするか否かの判断基準（判例）】に従って、「弊害」と「不都合」を比較較量して、当該較量の結果、『本件選挙は違憲無効である』旨判決するよう、求められる。

⑥　換言すれば、昭和60年大法廷判決（衆）以降、最高裁及びその下級審（高裁）は、選挙違憲無効か否かの判断について、当該判例（＝昭和60年大法廷判決（衆）の、違憲無効と判決しないことによって生じる「弊害」と違憲無効と判決することによって生じる「不都合」を比較衡量し、当該比較衡量の結果、選挙・違憲無効か否かを判断するという判断基準）に拘束される（①高橋一修　法政大学教授「先例拘束と憲法判例の変更」芦部信喜編『憲法訴訟（第3巻）』142頁（有斐閣1987年）；②田中和夫東大教授『英米法概説（再訂判）』；③樋口陽一東大教授「判例の拘束力・考」佐藤功　古希・『日本国憲法の論理』678～679頁　1986年；④君塚正臣　横浜国立大学教授「判例の拘束力」横浜法学第24巻第1号91頁2015年；⑤升永英俊弁護士ＴＭＩ総合法律事務所　『統治論に基づく人口比例選挙訴訟Ⅲ』1～4頁（日本評論社　2021年））。

⑦　更に言えば、判例は、高裁裁判官、地裁裁判官のみならず、最高裁裁判官を (●)も (●)拘束する（①君塚正臣　横浜国立大学教授「判例の拘束力」横浜法学第24巻第1号91頁2015年：②高橋一修　法政大学教授「先例拘束と憲法判例の変更」芦部信喜編『憲法訴訟（第3巻）』142頁（有斐閣1987年））。

⑧　最後に、上記⑤で述べたとおり、衆院の定足数が衆院の総議員数（465人）の１／３（155人）以上であるので（憲法56条1項）、衆院選（小選挙区）・違憲無効の場合、比例代表衆院議員〈176人〉が同定足数を満たし、衆院の議事
について、憲法秩序上の「不都合」は、皆無（＝零）である。

他方、「違憲の議員定数配分によって選挙人の基本的権利である選挙権が制約されているという不利益など当該選挙の効力を否定しないことによる弊害」（昭和60年大法廷判決（衆））は、憲法上看過できない。

従って、原告は、当裁判所に対し、①憲法99条（憲法尊重擁護義務）；②同56条2項（多数決原理）；③同1条並びに同前文第1項第1文後段（国民主権）及び④同前文第1項第1文前段（国民代表原理）に基づき、当該判例（＝昭和60年大法廷判決（衆）の「弊害」と「不都合」を比較衡量して、当該比較衡量の結果、違憲無効か否かを判断するという判断基準）
に (●)拘 (●)束 (●)さ (●)れ (●)て (●)、当該本件選挙を違憲無効とすることによっ
て生じる憲法秩序上の「不都合」が零であるという事実と本件選挙を違憲無効と判決しないことによって生ずる「弊害」を比較衡量し、当該比較衡量の結果、『本件選挙は違憲無効である』旨判決されるよう、求める（準備書面(2)、4(2)ク（同書13～15頁）参照）。
（以下　余白）
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補遺（２論点の再述）（本書7～10頁）
1（本書7～8頁）
（準備書面(1)【訂正版】第３部、第1、2-2～2-3（同書47～48頁））

「2-2　過疎地域は、全 (●)都 (●)道 (●)府 (●)県 (●)に存在する（甲18、甲19[footnoteRef:3]）（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和三年法律第十九号）2条、41条　参照）。 [3: 　一般社団法人全国過疎地域連盟作成「過疎市町村等の数【令和４年４月１日現在】」参照（https://www.kaso-net.or.jp/publics/index/19/#block523）。
一般社団法人全国過疎地域連盟（昭和45年5月設立）の会員は、過疎地域市町村・特定市町村及び過疎関係都道府県等である。] 


衆院選（小選挙区）において、全都道府県内に存在する各過疎地に居住する有権者の間で、投票価値の最大較差・２倍位が常態化している[footnoteRef:4]。 [4:   訴状別表 参照] 


2-3 
(1) 本件選挙では、鳥取1区（過疎地域を含む）の有権者の1票の価値を1票とすると、例えば、福岡5区[footnoteRef:5]（過疎地たる東峰村（人口1899人）[footnoteRef:6]を含む）は0.486票である（但し、有権者数較差・1対2.056倍）（訴状別表1、別表2 参照）。 [5:  福岡県ウェブサイト：衆議院小選挙区選出議員の選挙区更新日：2024年1月19日更新https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-senkyoku.html]  [6: 　一般社団法人全国過疎地域連盟過疎地域の面積及び人口（過疎市町村：令和４年４月１日現在、人口：令和２年国勢調査・面積：国土地理院公表データ）（甲19）
] 


(2)　即ち、鳥取1区内の過疎地と福岡5区内の過疎地（過疎地たる東峰村（人口1899人）4を含む）の有権者との間で、投票価値の較差が、清き1票 対 清き0.486票（又は有権者数較差・2.056倍）である。

(3)　鳥取1区内の過疎地の有権者と福岡5区内の過疎地（東峰村（人口1899人）の有権者との間で、有権者数較差・2.056倍を伴う選挙区割りの立法を行うに当たって、国会が「裁量権の行使として合理性を有していた」とは解されない（上記1(1)（本書46頁）の令和5年大法廷判決（衆）参照）。

よって、令和5年大法廷判決（衆）の判示に照らして、本件選挙は、違憲である。」（強調追加 引用者）

2（本書8～10頁）
（準備書面(1)【訂正版】第３部、第5、4（同書108～109頁））
「４　米連邦最高裁首席判事（Chief Justice）の言葉：（本書108～109頁）
Ｓ
2018年10月16日、ロバーツ現米国連邦最高裁判所首席判事（John G. Roberts, Jr., Chief Justice）は、ミネソタ大学ロースクールでの講演で、

「They（the political branches 筆者注）speak for the people.」

（訳）彼ら（政治部門。即ち、米国大統領と米国連邦議会　引用者注）は、国民のために発言します。

「We（the judicial branch 筆者注）do not speak for the people, but we speak for the Constitution. 」

（訳）私共（即ち、司法部門　引用者注）は、国 (●)民 (●)の (●)た (●)め (●)に (●)発言しません。私共は、憲 (●)法 (●)の (●)た (●)め (●)に (●)発 (●)言 (●)し (●)ま (●)す (●)。

旨発言した（下記講演録〈本書108～109頁〉）参照）。

ロバーツ米国連邦最高裁首席判事講演録2018年10月16日（ミネソタ大ロースクール）
https://www.youtube.com/watch?v=9i3RwW0y_kE　
	
	書き起こし（抜粋）
	（和訳）

	I will not criticize the political branches. We do that often enough in our opinions.

But what I would like to do briefly is to emphasize how the judicial branch is, how it must be very different. 
I have great respect for our public officials. 

After all they speak for the people and that commands a certain degree of humility from those of us in the judicial branch who do not. 

We do not speak for the people, but we speak for the Constitution. 
Our role is very clear. We are to interpret the Constitution and laws of the United States and ensure that the political branches act within them.

That job obviously requires independence from the political branches.  
The story of Supreme Court would be very different without that sort of independence.

Without independence there is no Brown versus Board of Education.

Without independence there is no West Virginia versus Barnette where the court held that the government could not compel schoolchildren to salute the flag.

And without independence there is no steel seizure case where the court held the President Truman was subject to the Constitution even in a time of war.

	私は、政治部門（複数）を批判しません。
それは、判決意見のなかで十分に行っておりますので。（笑）

私は、ここで、簡単にですが、司法部門がどのように異なっているか、どのように異なるべきか、を強調しておきたいのです。
私は公職に就いておられる方々に対し、大変な敬意の念を抱いております。

なにより、彼らは国民のために発言します。ですから、そうでない私ども司法部門の人間は、一定程度謙虚であることが求められます。

私どもは、国民のために発言しません。私どもは、憲法のために発言します。
私どもの役割は非常に明確です。私どもは、合衆国憲法と連邦法を解釈し、政治部門（複数）がそれらの枠内で行動することを保障することです。

そのためには、当然ながら、政治部門からの独立が必要です。

そのような独立がなかったら、最高裁判所の歩みは、非常に異なるものになったでしょう。


（政治部門からの）独立がなければ、Brown 対教育委員会判決はなかったでしょう。
（政治部門からの）独立がなければ、政府が生徒対し国旗に敬礼することを強制できないと判決したウェストバージニア州対バーネット判決はなかったでしょう。

また、（政治部門からの）独立がなければ、鉄鋼接収裁判もなかったでしょう。この裁判で裁判所は、トルーマン大統領は、たとえ戦時下であっても、憲法に拘束されると判決しました。






（強調　引用者）

　米連邦最高裁（法廷意見はロバーツ首席判事が執筆）は、2026年2月20日、大統領によるIEEPAに基づく相互関税を違法と判決した（甲127）。議会の承認なく関税を課すことは、大統領権限を逸脱しているという下級審の判断を支持した。

日本の最高裁は、平成25年11月25日最高裁大法廷判決（衆）以降、人口比例選挙裁判については、「司法権と立法権との関係」論を採用されている。

この「司法権と立法権との関係」論は、「三権分立」（又は「権力の分離」〈Separation of Powers〉）の法理念と矛盾する。

裁判官におかれて、同ロバーツ首席判事の上記発言を分析・検討するよう求められる。」（強調追加 引用者）
以上
xvi
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